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資料番号 44 担当課 建築住宅課 

法令名 不動産特定共同事業法 根拠条項 第８条第１項 
許認可等

の内容 

不動産特定共同事業の変更の

許可 

（変更の許可） 

第八条 不動産特定共同事業者が第三条第一項の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当

して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合においては、第五条の規定にかかわ

らず、第一号又は第二号に該当するときは当該各号に定めるその有し、又は設置すること

となった事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第三号に該当するときは主務大
臣に対し、主務省令で定めるところにより、同条第一項第三号に掲げる事項を記載した許

可申請書を提出しなければならない。 

一 主務大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなっ

たとき。 

二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、
他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。 

三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することと

なったとき。 

２ 前項の規定による許可申請書の提出があった場合においては、主務大臣又は都道府県知

事は、前条の規定にかかわらず、その提出をした者が同条第三号及び第四号に掲げる基準
に適合すると認めるときは、第三条第一項の許可をしなければならない。 

３ 不動産特定共同事業者が前項の規定により第三条第一項の許可を受けたときは、その者

に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の同項の許可は、その効力を失う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


